
【東京都第二建設事務所】 

沿道掘削協議申請の留意点 
 

★  協議の必要な場合 

都道沿道区域内を掘削する場合 

【沿道区域】 

●総幅員２０ｍ以上の道路        → 道路境界より 5ｍ 

●総幅員 6ｍ以上２０ｍ未満の道路  → 道路境界より３ｍ 

●総幅員 6ｍ未満の道路        → 道路境界より総幅員の 1/2 

 

※道路の屈曲部・並木傍・擁壁傍などは、別基準となります。（占用担当に確認し

て下さい） 

※（道路境界線から）45°影響斜線を参考とします。 

 

★ 協議書記載要領・添付書類・提出部数 

別添「沿道掘削施行協議書作成要領」参照 

（掘削工事仕様書・山留計画図・引照点図の作成例は次頁以降参照） 

 

※沿道掘削協議には回答まで約 2～3週間かかります。 

 

        

東京都第二建設事務所管理課占用担当 

東京都品川区広町 2-1-36(JR大井町駅下車徒歩 10分 品川区総合庁舎本庁舎 8F） 

電話 03（3774）8184(直通)  

※東京都第二建設事務所の管轄区域外の沿道掘削については各道路管理者にお問い合わ

せ下さい。 

 

【第二建設事務所管轄区域】 

品川・目黒・大田・世田谷・渋谷区の都道（都管理国道） 

提出先 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


